
１ 障がい者（児）に対する主な福祉施策の概要 岡崎市福祉事務所 その１
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〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
父または母

が
重度障がい

父または母
が

重度障がい

中度以上の
障がい 在宅

２級の
一部まで ２級まで ３級まで ３級まで

父または母が
一定の障がい

の場合
３級まで 非課税世帯 ３級まで ４級まで ４級まで

〇 〇
1～3級
4級の1

４級まで ４級まで (4級の2）

〇 〇

３級まで ３級まで

喉頭摘出のみ 喉頭摘出のみ

本人３級まで 本人３級まで

〇 〇 〇

２級まで ２級まで ２級まで

〇 〇 〇

２級まで ２級まで ２級まで

１又は２級

(3又は4級)

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○

子が
１８歳以下

子が
１８歳以下

２０歳未満 ２０歳以上 ２０歳未満
保護者が
６５歳未満

一部６５歳
未満

子が
１８歳以下

後期高齢
保険加入者

１８歳以上
介護保険対象

者は除く
介護保険対象

者は除く

施設入所等
は除く

施設入所等
は除く

施設入所
等は除く

施設入所
等は除く

施設入所
等は除く

施設入所
等は除く

措置入所
等は除く

４～６級の
筋萎縮症も

可

施設入所
等は除く

４～６級の
筋萎縮症も

可

入所・入院中
は除く補装具

あり

原則在宅、級
は例外あり

改造前申請

保育課

管理係 障がい２係 審査給付係 諸税係 市民税１係

☎２３-６１４４ ☎23-7674 ☎23－6853 ☎２３－６０７５ ☎２３－６０８２ ☎２３－６３２０

注） については事前申請になります。介護保険該当者は、介護保険制度が優先になります。 ※障がい福祉サービス⇒介護給付（ホームヘルプ・ショートステイ・施設入所支援等）訓練等給付（自立訓練・就労移行支援・グループホーム等）

注） 各施策には申請期限がある場合があります。 児童通所（児童発達支援・放課後等デイサービス等）

地域生活支援事業（在宅重度障がい者等入浴サービス・日中一時支援事業・移動支援事業等）については目次をご覧ください。

上表のほか次の制度もあります。詳細については各関係機関にお問合せください。

ページ ページ

45 51 身体障がい者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者

三河武士のやかた家康館・岡崎城

手続き先：障がい福祉課

手続きに必要なもの：

車検証、手帳、（２種のみ免許証）

市美術博物館・おかざき世界子ども美術博物館

障がいの程度を軽くするための医療を要する１８歳未満の身体障がい児

２０歳以上で年金の障がい等級表に定める障がいの状態のかたで支給
要件に該当する場合（初診日により問い合わせ先が異なります。）

身体障がい者手帳１・２級、精神障害者保健福祉手帳１級のかた

世
帯
主
で
２
級
ま
で

、
又
は
視
覚
・
聴
覚
障
が
い
者

問合せ先

各携帯電話会社

三河武士のやかた家康館

各施設

障がい福祉課

国保年金課・
年金事務所・共済組合

その他の福祉施策

市の美術館等入場無料

自立支援医療（育成医療）給付

障がい年金等

岡崎税務署

三
河
住
宅
管
理
事
務
所

☎

（
２
３

）
１
８
６
３

市民税課

〇
本人６級まで
家族３級まで

１又は２級
(一上肢除く)

岡崎市営住宅
管理センター

（岡崎市役所内）

岡
崎
警
察
署

☎

（
５
８

）
０
１
１
０

社
会
福
祉
協
議
会

☎

（
２
３

）
８
９
３
８

☎５８－６５１１☎２３－６１４８ ☎２３－６１１３

障がい１係福祉医療係

13

65

25

○

障がい福祉課

障がい１係

☎２３－６１１３

問合せ先

各タクシー会社 携帯電話料金の割引

西
三
河
県
税
事
務
所

☎

（
２
７

）
２
７
１
２

〇
本人６級まで
家族３級まで

9

災害時家具転倒防止金具取付事業

聴覚２級
又は３級、
平衡は３級

１級
２級の１
２級の２

１～４級

１～３級

〇
本人６級まで
家族３級まで

〇
本人５級まで
家族３級まで

〇
本人５級まで
家族３級まで

〇
本人６級まで
家族３級まで

ページ

脳原性移動

（
６
５
歳
以
上
の
新
規
手
帳
所
持
者
と
な
る
方
は
対
象
外

）

視覚

聴覚・平衡機能

福祉医療課障がい福祉課子育て支援室

（
６
５
歳
以
上
の
新
規
手
帳
所
持
者
と
な
る
方
は
対
象
外

）

肢
体
不
自
由

手続き及び問合せ先（電話） 手当給付係

☎２３－６１１３

所得・公的年金

障がい１係

身
体
障
が
い
者

（
児

）

制
限

年齢

その他

脳原性上肢

☎２３－６１５０

障
が
い
区
分

障がい区分共通施策

障がい区分 施策内容
別対象者

〇

〇

〇

〇

体幹

○

〇

〇

〇

○

○

○

音声・言語・そしゃく機能

上肢

（
精
神
又
は
身
体
に
著
し
く
重
度
の
障
が
い
を
有
す
る
た
め

、
日
常
生
活
に

お
い
て
常
時
特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
方

）

下肢

障がい福祉課

45 JR・私鉄運賃割引

交通機関等の料金割引

第２種手帳と第１種手帳の単独乗車の場合は片道100kmを超える区間

タクシー運賃割引

47

航空旅客運賃割引（12歳以上）46

有料道路通行料の割引

割引率50％ ※割引を受けるには証明印が必要（ＥＴＣ利用者は登録が必要）

46 バス運賃割引（市内）
第１種手帳と精神障害者保健福祉手帳１・２級は本人と介護者、

迎車料金を除く規定料金の１割引（手帳提示）

第２種と精神障害者保健福祉手帳３級は本人のみ半額割引（降車時に手帳提示）

割引可能な車は１台に限定（名義は本人または家族のもの）※精神障害者保健福祉手帳は対象外

第２種身体障がい者手帳は本人運転のみ有効

第１種手帳は本人と介護者（介護者がついての割引）（私鉄：要問合せ）

50％の割引（普通乗車券のみ）（切符購入前に手帳提示）

割引率は航空会社によって異なる（航空券購入前に手帳提示）（国内線に限る）

各バス営業所

JR・私鉄営業所
（私鉄：要問合せ）

各航空会社等



２ 障がい者（児）に対する主な福祉施策の概要 岡崎市福祉事務所 その２
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〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
父または母が
重度障がい

者

父または母が
重度障がい

者

中度以上の
障がい

在宅
２級の

一部まで
２級まで ３級まで ３級まで

父または母が
一定の障がい

の場合
３級まで 非課税世帯

3級まで
療育Ａ・Ｂ

４級まで ４級まで

○

1級のみ

○ ○ 〇

４級まで ４級まで ３級まで

○

1級のみ

○ ○ ○

IQ20以下 IQ20以下 世帯主

身障３級との合併者

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

父または母が
重度障がい者

父または母が
重度障がい者 要診断書 要診断書 要診断書

父または母
が

一定の障が
いの場合

（各等級に
応じて条件

あり）
1級のみ 1級のみ

１・２級
のみ

１・２級
のみ

1級のみ

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

子が
１８歳以下

子が
１８歳以下

２０歳未満 ２０歳以上 ２０歳未満
保護者が
６５歳未満

一部６５歳
未満

子が
１８歳以下

後期高齢
保険加入者

１８歳以上
介護保険対象

者は除く
介護保険対象

者は除く

施設入所等
は除く

施設入所等
は除く

施設入所
等は除く

施設入所
等は除く

施設入所
等は除く

施設入所
等は除く

措置入所
等は除く

４～６級の筋
萎縮症も可

施設入所
等は除く

４～６級の筋
萎縮症も可

入所・入院中
は除く補装具

あり

原則在宅、級
は例外あり

保育課

管理係 障がい２係 審査給付係 諸税係 市民税１係

☎２３-６１４４ ☎23-7674 ☎23－6853 ☎２３－６０７５ ☎２３－６０８２ ☎２３－６３２０

注） については事前申請になります。介護保険該当者は、介護保険制度が優先になります。

注） 各施策には申請期限がある場合があります。

上表のほか次の制度もあります。詳細については各関係機関にお問合せください。

ページ ページ

45 51

手続き先：障がい福祉課

手続きに必要なもの：

車検証、手帳、（２種のみ免許証）

問合せ先

各携帯電話会社

三河武士のやかた家康館

各施設

障がい福祉課

国保年金課・
年金事務所・共済組合

障がい福祉課

その他の福祉施策

市美術博物館・おかざき世界子ども美術博物館

障がいの程度を軽くするための医療を要する１８歳未満の身体障がい児

２０歳以上で年金の障がい等級表に定める障がいの状態のかたで
支給要件に該当する場合（初診日により問い合わせ先が異なりま
す。）

身体障がい者手帳１・２級、精神障害者保健福祉手帳１級のかた

身体障がい者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者

三河武士のやかた家康館・岡崎城

災害時家具転倒防止金具取付事業

JR・私鉄運賃割引

社
会
福
祉
協
議
会

☎

（
２
３

）
８
９
３
８

岡崎税務署

☎５８－６５１１

岡崎市営住宅
管理センター

（岡崎市役所内）

タクシー運賃割引

☎２３－６１４８

第１種手帳は本人と介護者（介護者がついての割引）（私鉄：要問合せ）

第２種手帳と第１種手帳の単独乗車の場合は片道100kmを超える区間

問合せ先

各タクシー会社

JR・私鉄営業所
（私鉄：要問合せ）

各バス営業所

☎２３－６１１３

市民税課

障がい１係

三
河
住
宅
管
理
事
務
所

☎

（
２
３

）
１
８
６
３

西
三
河
県
税
事
務
所

☎

（
２
７

）
２
７
１
２

第１種手帳と精神障害者保健福祉手帳１・２級は本人と介護者、

迎車料金を除く規定料金の１割引（手帳提示）

65

携帯電話料金の割引

障がい１係

障がい福祉課

☎２３－６１１３

割引可能な車は１台に限定（名義は本人または家族のもの）※精神障害者保健福祉手帳は対象外

各航空会社等

福祉医療課

○

１～３級
（４級)

１～３級
（４級)

１～３級
（４級)

自閉症のみ

13

9

市の美術館等入場無料

〇
本人４級まで
家族３級まで

〇
本人４級まで
家族３級まで

○

○

○

〇
本人４級まで
家族３級まで

〇
本人４級まで
家族３級まで

〇
本人４級まで
家族３級まで

〇
本人４級まで
家族３級まで

〇
本人４級まで
家族３級まで

岡
崎
警
察
署

☎

（
５
８

）
０
１
１
０

○

○ ○

☎２３－６１１３

〇
本人４級まで
家族３級まで

○

世
帯
主
で
２
級
ま
で

○○

○

○

○

○

○

１～３級
（４級)

○

○

〇
本人４級まで
家族３級まで

〇
本人４級まで
家族３級まで

〇
本人４級まで
家族３級まで

〇
本人４級まで
家族３級まで

手続き及び問合せ先（電話）

制
限

所得・公的年金

障がい福祉課子育て支援室

手当給付係

年齢

その他

☎２３－６１５０

（
６
５
歳
以
上
の
新
規
手
帳
所
持
者
と
な
る
方
は
対
象
外

）

自閉等あり

○

知
的
障
が
い

（
児

）
○軽度（IQ51～75）C

中度（IQ36～50）B ○

（
６
５
歳
以
上
の
新
規
手
帳
所
持
者
と
な
る
方
は
対
象
外

）

じん臓

小腸・ぼうこう・直腸

免疫

○重度（IQ35以下）A

○

○

障がい区分 施策内容
別対象者

障がい区分共通施策

身
体
障
が
い
者

（
児

）

心臓

割引率50％ ※割引を受けるには証明印が必要（ＥＴＣ利用者は登録が必要）

障がい１係

第２種と精神障害者保健福祉手帳３級は本人のみ半額割引（降車時に手帳提示）

○

50％の割引（普通乗車券のみ）（切符購入前に手帳提示）

福祉医療係

呼吸器

肝臓

内
部
障
が
い

47

航空旅客運賃割引（12歳以上）46

交通機関等の料金割引

46

有料道路通行料の割引

バス運賃割引（市内）

45

第２種身体障がい者手帳は本人運転のみ有効

割引率は航空会社によって異なる（航空券購入前に手帳提示）（国内線に限る）

精
神
障
が
い
者

25

○

１～３級

１級又は３級

○

ページ

自閉症のみ

○

小腸のみ

○

障
が
い
区
分

○

○

○ ○

〇

○

○

○
（
精
神
又
は
身
体
に
著
し
く
重
度
の
障
が
い
を
有
す

る
た
め

、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別
の
介
護
を

必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
方

）

○

自立支援医療（育成医療）給付

障がい年金等


